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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

  

 
  

第一部 【企業情報】

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 2,586,144 3,637,410 4,667,961 6,075,847 14,056,389

経常利益 (千円) 172,552 270,239 295,971 255,401 684,234

当期純利益 (千円) 93,655 110,780 156,227 133,382 340,289

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) 20,500 90,438 202,188 1,369,607 1,374,374

発行済株式総数 (株) 1,640 2,696 14,580 34,343.71 104,801.13

純資産額 (千円) 361,431 596,038 1,021,538 1,914,596 2,264,348

総資産額 (千円) 1,052,655 1,153,325 1,688,182 3,717,386 4,263,390

１株当たり純資産額 (円) 220,385.11 221,082.56 70,064.35 55,749.24 21,606.59

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円)

旧株 12,000
新株  7,000

(―)

旧株 4,200
新株   12

(―)

1,300

(―)

―

(―)

750

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 53,991.69 61,340.68 11,180.50 4,427.49 3,268.01

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益

(円) ― ― 9,681.62 4,068.16 3,132.03

自己資本比率 (％) 34.3 51.7 60.5 51.5 53.1

自己資本利益率 (％) 31.8 23.1 19.3 9.1 16.3

株価収益率 (倍) ― ― 20.4 84.7 20.5

配当性向 (％) 20.8 10.0 11.6 ― 22.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 118,254 196,657 196,125 13,285 424,984

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △36,475 94,774 53,244 △1,465,755 △56,089

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 19,624 △140,321 264,442 2,054,860 9,463

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 245,259 406,680 920,494 1,522,884 1,901,243

従業員数 (名) 54 84 97 248 308



(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

３ 当社には、持分法適用会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりま

せん。 

４ 第16期及び第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、ストックオプション制度の導入に伴

う新株予約権がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把

握できませんので記載しておりません。 

５ 第17期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。 

６ 第16期の１株当たり配当額について、新株は平成14年９月１日にて株式会社ピーアンドピー（大阪）との合

併に伴う40株の増資によるものであります。 

７ 第17期の１株当たり配当額について、新株は平成16年３月31日にて株式会社パートナーズ・ジャパンとの合

併に伴う56株の増資によるものであります。 

８ 第20期の１株当り配当額の内訳は、普通配当500円と会社創立20周年記念特別配当250円であります。 

９ 従業員数は、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

10 当社は平成17年５月20日付で、１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成17年３月31日時点の株

価は、権利落ち後の株価となっております。なお、第18期の株価収益率につきましては、１株当たり当期純

資産等との整合性を図ることから、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。 

11 第19期の各数値には、株式会社ラスコーポレーションとの合併により同社から平成18年３月１日をもって引

き継いだ事業の同日以降の成績等が含まれております。 

12 当社は平成18年12月１日付で、１株につき３株の割合で株式分割を行っております。なお、第20期における

１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

13 純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

  



２ 【沿革】 

 
  

昭和62年１月 各メーカーの多様化する商品群の販売促進活動を支援することを目的として、東京都新

宿区愛住町に株式会社ピーアンドピーを設立

平成元年３月 派遣事業に対応するため、特定労働者派遣事業の認可を取得

５月 本社を東京都新宿区住吉町に移転

平成４年６月 関西地区に事業拡大のため、大阪府大阪市中央区本町に株式会社ピーアンドピー(大阪)

を設立

平成９年８月 多様な受注に対応するため、東京都目黒区上目黒に有限会社ピーエスピーを設立

平成12年８月 登録スタッフによるタイムリーな人材サービスに対応するため、一般労働者派遣事業の

許可を取得（許可番号 般13-080358）

10月 名古屋地区に事業拡大のため、愛知県名古屋市中区栄に名古屋営業所を開設

平成14年３月 東京地区のきめ細かいフォロー体制作りのため、東京都千代田区佐久間町に秋葉原営業

所を開設

４月 事業拡大により、有限会社ピーエスピーを株式会社フロスに組織・商号変更

９月 関西地区の事業との一体化を図るため、株式会社ピーアンドピー(大阪)と合併し、大阪

支社を開設

平成15年９月 九州地区への事業拡大のため、福岡県福岡市博多区博多駅東の株式会社パートナーズ・

ジャパンを買収し、52％子会社化

10月 事業分野拡大のため、有料職業紹介事業の許可を取得（許可番号 13-ユ-080535）

平成16年３月 株式会社パートナーズ・ジャパンと合併し、九州支社を開設

５月 東京本社を東京都新宿区新宿三丁目(現住所)に移転

12月 社団法人日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録

12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場

平成17年１月 関東地区の事業基盤強化のため、北関東地区に宇都宮営業所を設立

５月 関東地区の事業基盤強化のため、神奈川地区に横浜営業所を設立

10月 小売・流通業向け総合人材サービス会社である株式会社ラスコーポレーションの株式を

取得し子会社化

平成18年３月 株式会社ラスコーポレーションとの経営効率化および両社のシナジー効果を最大限発揮

させることを目的に合併

平成19年２月 北関東地区の事業基盤設立のため、茨城地区に水戸営業所を設立



３ 【事業の内容】 

当社は、アウトソーシング事業と人材派遣事業を主な事業として取り組んでおります。 

(1) アウトソーシング事業 

当社のアウトソーシング事業とは、デジタル情報家電、移動体通信機器、健康器具、食品、化粧品等

の製造及び運営事業者並びにその商社系・メーカー系一次代理店から、様々なセールス・プロセス活動

を受託する事業（セールス・プロセス・アウトソーシング（注1））であります。 

当社のクライアントであるメーカー等の事業者が販売活動を行う場合には、量販店など小売店の流通

チャネルを通じて販売いたしますが、その膨大な数の流通チャネルをきめ細かくフォローしていくため

には、自社の人員だけでは必ずしも十分とはいえないため、当社がセールス・プロセス活動を受託し、

クライアントの営業活動をトータルに支援するサービス（ＳＰＯシステム（注2））を提供しておりま

す。 

このことはクライアントの販売活動において重要な役割を担っているものと考えており、セールス・

プロセス活動を担うスタッフ（注3）の教育には特に力を注いでおります。そのため、接客ノウハウを

はじめ、様々な販売スキルや専門的な商品知識、店舗ごとのフィールド研修（販売現場研修）などのス

タッフ教育を行いスタッフのスキルアップに努め、メーカーのマーケティング戦略を支援しておりま

す。 

また、当社のスタッフマネジャー（注4）がクライアントの営業担当者に代わって販売現場を巡回

し、売り場管理や情報の収集、当社スタッフのサポートなどを行って、販売現場とクライアントをつな

ぐ役割も果たしております。 

当社のスタッフ及びスタッフマネジャーが収集した消費者の生の声や売れ筋動向などの販売現場の生

きた情報を、リアルタイムに収集、集計分析した上でクライアントにフィードバックするという情報提

供が、もうひとつの重要なサービス（ＳＰＯシステム（注2））となっております。 

  

(注1) セールス・プロセス・アウトソーシング（ＳＰＯ）とは、メーカー等の営業部隊の一員として、量販店な

ど小売店への営業促進から店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソー

シング事業のことであります。 

  

     セールス・プロセスの概念図 

  

 

  

  



(注2) ＳＰＯシステムとは、クライアントの営業活動をトータルに支援するサービスのことでありま

す。 

ＳＰＯシステムの概念図 

  
 

  

① クライアントと共にマーケティング戦略の企画・立案 

② セールススタッフ等が店頭でメーカーのプロモーションに沿って販売戦略を実施 

③ 販売動向など消費者と現場の「生の声」を吸い上げる 

④ 現場から収集した情報をフィードバック 

⑤ 情報を元にマーケティング戦略や売り場を改善していくことで、販促効果をアップ 

  

(注3) スタッフとは、①メーカーの営業部隊の一員として量販店へのセールス活動を行う「セールス

プロモーター」②販売促進活動とともに販売動向を収集する「セールススタッフ」③店頭での

試飲や試食などを実施して商品認知度を高める「デモンストレーター」④店頭ブースなどでマ

イクパフォーマンスを交えながら試供品やチラシ配布を行う「キャンペーンスタッフ」などセ

ールス・プロセス活動を実施する者の総称であります。 

  

(注4) スタッフマネジャーとは、スタッフへＯＪＴなどの研修を通じた事前フォローとスタッフのモ

ラルおよびスキル向上を図るアフターフォローの機能を有する当社社員を指します。 

一方で、クライアントニーズに合わせたセールス・プロセス活動をコントロールしており、ス

タッフから吸い上げた販売現場の情報をクライアントにフィードバックする機能も有しており

ます。 

  

(2) 人材派遣事業 

当社における人材派遣事業は、他の総合人材派遣事業とは異なり、様々な業界に様々な職種の人材を

派遣するということはなく、主として情報家電メーカー数社に特化し、デジタル情報家電商品の販売員

やシステムエンジニアの派遣を中心として、専門的な技能を必要とする職種に対象を絞っております。

特に、人材派遣事業を活用する大口クライアントの中には、販売スタッフ全員を派遣会社で賄う方針

を採用する企業も増え始めており、こうした企業からの販売スタッフ派遣のニーズは益々拡大しており

ます。また、当社の九州支社では、ソフトウェア事業のクライアントにシステムエンジニアを派遣して

おります。 

  



４ 【関係会社の状況】 

(1) 子会社 

 
(注)  当社役員２名が同社の役員を兼務する子会社で、当社のアウトソーシング事業に関連した役務提供を受 

   けております。 

  

(2) その他の関係会社 

 
(注)  代表取締役山室正之の近親者が議決権の過半数を所有する会社で、当社の主要株主であります。 

      なお、同社と当社との取引関係ははありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

    平成19年３月31日現在 

 
   (注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

   なお、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

   ２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

   ３ 従業員数が前事業年度末に比べ60名増加しておりますが、全国拠点網の営業体制強化及び受注の増 

   加に対応した採用等によるものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社においては、労働組合は組織されていませんが、労使関係は良好であります。 

  

名称 住所
資本金又は

出資金（千円）
主要な事業の内容

議決権の 
所有割合(％)

関係内容

㈱ フロス 東京都新宿区 10,000 アウトソーシング事業 100.0 (注)

名称 住所
資本金又は

出資金（千円）
主要な事業の内容

議決権の 
被所有割合(％)

関係内容

㈲ ワイ・リンク 東京都豊島区 30,000 株式投資事業 26.3 (注)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

308 35.2 3.8 4,545



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期におけるわが国経済は、堅調な内需の拡大や輸出の回復を背景に企業収益が向上し、雇用環境に

も大幅な改善がみられました。それに伴い、個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかな上昇基調を維持

しております。 

 そうしたなかで、当社が事業を営む販売促進に関連する人材アウトソーシング市場においても、ワン

セグや地上波デジタル放送などに関連した高機能製品の発売やライフスタイルにこだわる消費者の台頭

により、フィールド（販売現場）における企業のプロモーション活動の重要性が注目され、同市場は引

き続き高い成長を見せております。 

 こうした状況の下、当社は平成18年３月１日に小売・流通業向け総合人材サービス会社であるラスコ

ーポレーション社（以下ラス社）と合併することにより、クライアントからの多様なニーズに適合する

人材をタイムリーに提供すると同時に、全国規模でのＳＰＯ事業展開に基づく、クライアントへのフル

サポートを実現するべく注力してまいりました。また、携帯電話、ＡＤＳＬ、デジタルカメラ、大型薄

型テレビ（液晶テレビ・ＰＤＰテレビ）、ＤＶＤレコーダー、パソコン等のメーカー並びに販売代理店

などのクライアントへの深耕を強化するとともに、新規顧客開拓にも注力してまいりました。 

 この結果、当期の売上高は14,056,389千円（前年同期比131.3％増加）となりました。事業分野別売

上高は、アウトソーシング事業が9,375,500千円と前年同期比72.0％増加するとともに、人材派遣事業

も4,680,888千円と前年同期比で649.6％と大幅に増加いたしました。 

 また、利益は、合併による拠点統合、組織再編による人員の効率的配置、システム統合による費用の

削減などの融合効果が着実に推移したことにより、販売費及び一般管理費の売上高比率が18.4％と前期

に対して1.0％減少し、経常利益は684,234千円（前年同期比167.9％増加）、当期純利益は340,289千円

（前年同期比155.1％増加）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前期末と比較して378,358千円増

加し、当期末残高は1,901,243千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が705,155千円の計上となった一方、売上

債権の増加221,808千円、未払金の減少218,238千円及び法人税等の支払額43,198千円等により、差引き

424,984千円の収入（前期13,285千円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入42,508千円があった一方、主と

して新棚卸システムの開発に係るソフトウェアの取得などによる無形固定資産の取得による支出59,652

千円、及び関西支社統合に関連する有形固定資産の取得の支出22,427千円などにより、56,089千円の支

出（前期1,465,755千円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、ストックオプションの行使による収入などにより、9,463千

円の収入（前期2,054,860千円の収入）となりました。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、提供するサービスの性格上、生産実績に馴染

まないため、当該記載を省略しております。 

(2) 受注実績 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、長期継続受注のものと短期単発受注のものが

混在していることから、受注実績を正確に把握することが困難であるため、当該記載を省略しておりま

す。 

(3) 販売実績 

当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。 

 
   (注) １ 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は 

   次のとおりであります。 

 
   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

３ 【対処すべき課題】 

当社は、これまで販売促進のトータルアウトソーシング事業（ＳＰＯ）を中心に事業展開してまいり

ました。今後につきましても、消費財の流通経路におけるすべての段階でのアウトソーシング事業を積

極的に展開してゆくとともに、さらなる企業価値の拡大を進めてまいります。 

 そのために、施策として、以下を行ってまいります。 

 Ⅰ．全国拠点網を活かした全国一括受注体制を確立する 

 Ⅱ．積極的なシステム投資を行い業務改革を行う 

 Ⅲ．社員教育の充実 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影

響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

また、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 

事業部門の名称
当事業年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

前年同期比(％)

アウトソーシング事業（千円） 9,375,500 172.0

人材派遣事業（千円） 4,680,888 749.6

合計（千円） 14,056,389 231.3

相手先

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ＫＤＤＩ株式会社 1,253,012 20.6 1,679,604 11.9



(1) 個人情報の管理について 

平成17年４月より施行された個人情報保護法は、当社及び人材ビジネス業界にも影響があると考えら

れ、それに対する取り組みを誤れば、企業の存続に影響が生じる可能性があります。 

 当社では、この問題を重視し、従来より規定している個人情報管理規程を見直したうえで運用を厳格

化しております。さらに、財団法人 日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得（第

A860391(01)）するなど、個人情報管理体制の強化を行っております。 

 従いまして、当社では個人情報が漏洩する危険性は極めて低いと考えておりますが、万一、何らかの

原因により個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合には、当社に対する社会的信用の低下

による売上の減少または損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、当社業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

(2) 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入及び料率改定の影響について 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法及び厚生年金保険法により、社員を社会保険

に加入させる義務があります。これにより、現場業務を担当するスタッフを含めた当社の雇用する労働

者で社会保険適用該当者については、社会保険への加入を勧めてきております。今後につきましても、

特にスタッフに関する就業実績を継続的に確認し、社会保険適用該当者の未加入が発生しないよう対処

していく方針であります。 

 また、社会保険料の料率改定によって料率が上昇した場合には、雇用事業主である当社にも負担が発

生し、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、国会にて継続審議中である社会保険加入要

件について、当該要件の加入対象枠が、短時間労働者への適用に広がった場合、当社のスタッフの社会

保険加入人員数が増加することによって雇用事業主である当社にも負担が発生し、当社業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

(3) スタッフの確保について 

当社の事業における重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであります。当社事業の継続

的な発展は、質の高いスタッフの確保如何にかかっていると言っても過言ではありません。今後受注量

をさらに拡大させていくためには、スタッフ確保対策を一層強化していく必要があります。 

 そこで当社は、募集方法を多様化し、ＷＥＢ媒体に重点を置いた募集方法を採用するとともに、採用

拠点の多様化により、求職者にとって応募しやすい環境を整えてまいります。さらに採用したスタッフ

の教育研修を充実することによって、質の高いスタッフの確保を図っていく所存であります。今後計画

通りにスタッフの確保ができない場合には、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

(4) 競合について 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業については、既に上場している会社を含めて競合

会社が多数存在しております。また、比較的参入が容易なことから、競合がさらに激化する可能性もあ

ります。当社においては、スタッフへの教育・研修、流通チャネルを巡回営業するスタッフマネジャー

によるサービス、コンプライアンス体制の構築、個人情報管理体制の整備、店頭での販売ノウハウや流

通チャネル情報の蓄積などによって、競合会社との差別化を図り、競合に打ち勝つべく努力していく方

針でありますが、競争激化に伴う低価格化等の動向によっては、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 



(5) 全国展開への対応について 

クライアントの販売現場が全国に展開しつつあることにより、当社にも全国的な対応が要求されてお

ります。このため、当社としては、全国拠点網を有するラス社をＭ＆Ａにて買収後合併したことによ

り、全国拠点網と当社の各拠点の融合が図れました。全国拠点網を活かし、クライアントの全国一括受

注ニーズにタイムリーに対応する体制を充実させてきております。しかしながら、これらの全国一括受

注への対応が適切に行われない場合には、当社の成長の阻害要因になる可能性があります。 

(6) 特定の顧客業種への依存度について 

当社の取扱商材分野別の販売状況は、モバイル・デジタル分野のクライアントへの販売比率が50.5％

を占めておりますが、現状では、移動体通信事業者が、ＡＤＳＬや光ファイバー通信（ＦＴＴＨ）への

展開を進めて事業分野を拡大しており、当社もこれに対応した受注体制を整えております。 

 また、当社はラス社と合併したことにより、モバイル・デジタル分野に特化しない体制に取り組んで

おり、同分野の販売比率は低下してきているものの、引続き主力事業分野であることから、今後この事

業の推移如何によっては、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

 なお、当期における同分野の主要なクライアントであるＫＤＤＩ株式会社への売上高は1,679,604千

円（前年同期426,592千円増）、同販売比率は11.9％（前年同期比8.7％減少）となっており、引続き当

該企業の動向にも影響を受ける可能性があります。（ＫＤＤＩ株式会社への売上には、ＡＤＳＬ（ＤＩ

ＯＮ）を含んでおります。） 

(7) 代表取締役への依存について 

当社は、現在の代表取締役である山室正之によって創業され、山室正之は今日に至るまで当社の経営

方針の決定、事業推進上の意思決定、人材の採用・教育などに重要な役割を果たしており、今後ともこ

の状態は継続するものと考えられます。 

 これに対して当社は、代表取締役からの権限委譲を進めるほか、内部統制システムによる経営会議、

部門会議、年度目標設定研修などの合議制による内部意思決定体制が機能しており、組織そのものもフ

ラットで意思疎通過程がシンプルで分かりやすい構成によって、組織として事業経営を推進していく体

制を整えております。 

 しかしながら、代表取締役が当社における業務を健全に遂行できなくなる事態が生じた場合には、当

社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(8) 会社規模について 

当社は平成19年３月31日現在の役職員数（役員を含む内勤者）が317名と中規模な組織であり、内部

管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。内部監査機能については、かかる組織規模

に応じたものとなっており、コンプライアンス室によって実施しております。当社は、今後の企業規模

及び事業の拡大に応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制・内部監査機能も強化していく方針

であります。しかしながら、業務の拡大に対して適切かつ十分な人的・組織的対応ができなかった場合

は、事業の拡大に影響を与える可能性があります。 



(9) 法的規制について 

当社は、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得し、人材派遣事

業を営んでおり、労働者派遣法に基づく規制を受けております。また、職業安定法に基づく有料職業紹

介事業も行っており、職業安定法に基づく規制を受けております。その他、当社が行うアウトソーシン

グ事業及び人材派遣事業に適用のある労働基準法などをはじめとした労働関連法令について、労働市場

を取り巻く社会情勢の変化などに応じて、改正ないし解釈の変更などがあった場合、当社の事業計画・

業績にもその影響を与える可能性があります。 

(10)ストックオプション制度と株式の希薄化について 

当社は、取締役及び従業員に対して、業務に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストック

オプション制度を採用しており、平成14年３月20日開催の臨時株主総会において、旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）及び平成16年３月20日開催の臨時株主総会におい

て、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）を付与する

ことを決議しております。そして、平成19年３月31日現在の新株予約権等による潜在株式数は4,530株

であり、発行済株式総数104,801.13株の4.3％に相当しております。 

 今後のストックオプション制度の活用については、引き続き検討課題ではありますが、現在付与して

いる新株予約権等により保有株式の株式価値が希薄化する可能性はあります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

「財政状態及び経営成績の分析」は、有価証券報告書に記載している財務諸表に基づいて分析した内容

であります。 

また、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在現在において判断したものであります。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成

しております。その作成には、定期的にまた必要に応じて開催する取締役会及び経営会議において、会

計方針の選択・適用、資産及び収益・費用の報告及び開示に影響を与える見積りを必要としておりま

す。取締役会及び経営会議は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりま

すが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

  

(2) 財政状態の分析 

（流動資産） 

流動資産は、前期末に比べて、590,677千円増加して3,774,420千円となりました。これは、主とし

て、売上高増加に伴う売掛金の増加221,839千円および現金及び預金の増加378,358千円などによりま

す。 

（固定資産） 

固定資産は、差入保証金の減少などにより44,673千円減少して488,970千円となりました。 

（流動負債） 



流動負債は、前期末に比べて、179,007千円増加して1,866,202千円となりました。これは、主とし

て、売上増に対応した外注費の増加による買掛金の増加108,304千円、未払金の減少218,238千円、及び

税引前当期純利益増加に伴う未払法人税等の増加291,713千円などによります。 

（固定負債） 

固定負債は、役員退職慰労引当金などが17,244千円増加して132,839千円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前期末の資本に比べて、349,752千円増加して2,264,348千円となりました。また、自己資

本比率は51.5％から53.1％に増加しました。 

(3) 経営成績の分析 

当期の売上高は14,056,389千円（前年同期比131.3％増加）、経常利益は684,234千円（前年同期比

167.9％増加）、当期純利益は340,289千円（前年同期比155.1％増加）となっております。 

  なお、当期における事業分野別、地域別及び取扱商材分野別の売上高の概況は以下のとおりでありま

す。 

＜１＞売上高 

（ア）事業部門別 

（ⅰ）アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業の当期の売上高は9,375,500千円（前年同期比72.0％増加）となりまし

た。アウトソーシング事業では、全国拠点網を活かした営業展開によるモバイル及びデジタル情報

家電、試食試飲の推奨販売の受注増加に対応した結果、売上高は好調に推移いたしました。 

（ⅱ）人材派遣事業 

人材派遣事業の当期の売上高はラス社との合併と、生鮮技術者及び営業販売人材の派遣需要の拡

大に伴ない4,680,888千円（前年同期比649.6％増加）と大幅に増加いたしました。 

（イ）地域別 

（ⅰ）東日本 *1 

ラス社との合併により仙台営業所及び札幌営業所の拠点を拡充し、さらに北関東地区での営業を

推進した結果、当期売上高8,958,225千円（前年同期比107.7％増加）となりました。 

（ⅱ）西日本 *2 

ラス社との合併により、広島営業所及び九州地区のサテライト（沖縄を含む）の拠点拡充により

営業を推進いたしました。その結果、当期売上高5,098,163千円（前年同期比189.3％増加）となり

ました。 

（ウ）取扱商材分野別 

（ⅰ）モバイル・デジタル *3 

ＦＴＴＨ（光通信）及びＡＤＳＬなどのブロードバンド商品群、大型薄型テレビ（液晶テレビ・

ＰＤＰテレビ）及びパソコン等デジタル家電の需要が旺盛であったため堅調に受注が推移した結

果、売上高は7,117,474千円（前年同期比90.0％増加）となりました。 

（ⅱ）ストアサービス *4 

生鮮技術者派遣及び試食試飲の推奨販売、レジスタッフなどの小売店支援に関する需要が旺盛で

あったため堅調に受注が推移した結果、売上高は3,364,195千円（前年同期比155.5％増加）となり

ました。 

（ⅲ）棚卸サービス *5 

大型小売店や専門店での新規顧客開拓及び既存顧客の受注増加により、売上高1,458,929千円

（全額ラス社分の増加）となりました。 



（ⅳ）人材サービス *6 

営業販売人材及び事務派遣の需要増、カード加入促進業務の拡大、小売流通業に特化した人材紹

介事業の展開の結果、売上高2,115,789千円（前年同期比109.0％増加）となりました。 

 
  

＜２＞売上原価 

売上原価は、受注の増加に対応したスタッフマネージャー及びレギュラースタッフの投入に伴う労

務費の増加等で、10,795,966千円と前年同期比133.1%増となりました。 

  

＜３＞販売費及び一般管理費 

旧ラス社との合併に伴う人員増による人件費増加、スタッフ募集の為の採用教育費の積極的投入、

本社移転後の賃借料増加の通期フル寄与などにより、販売費及び一般管理費は前年同期比119.8％増

となりましたが、合併による拠点統合、組織再編による人員の効率的配置、システム統合による費用

の削減などの融合効果が着実に推移したことにより、売上高比18.4％と前年同期比1.0％減少となり

ました。 

[主な内訳] 

 
  

＜４＞資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①キャッシュ・フローの状況 

「第２ 事業の状況 １．業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。 

  

②資金需要について 

当社の運転資金のうち主なものは、稼働スタッフの人件費と販売費及び一般管理費等の営業費用に

よるものです。当該支出は、内部留保によりまかなっていく方針であります。  

(注) *1: 「東日本」とは、中部（愛知県、三重県、岐阜県）、信越（長野県、新潟県）以東を指します。

*2: 「西日本」とは、上記*1以外の地域を指します。

*3: 「モバイル・デジタル」とは、従来の「モバイル（移動体通信機器群）」「デジタル（ＡＤＳＬ、デジタルカ
メラ、大型薄型テレビ、パソコンなどの商品群）」「Ｐ＆Ｈ（パーソナル＆ホームに属する商品）」を総称し
て示します。

*4: 「ストアサービス」とは、生鮮技術者派遣、試食・試飲販売促進（デモンストレーション）、レジ業務請負等
を示します（ラス社合併による新サービス分野）。

*5: 「棚卸サービス」とは、小売店舗、倉庫における商品棚卸代行業務等を示します（ラス社合併による新サービ
ス分野）。

*6: 「人材サービス」とは、銀行・クレジットカード会社などのカード加入促進、コールセンター業務、事務・Ｉ
Ｔ人材派遣、流通・小売業を中心とする人材紹介を総称して示します。

平成18年３月期 平成19年３月期 前年同期比

人   件   費 638,981千円 (10.5％) 1,371,050千円 ( 9.8％) 214.6％

採 用 教 育 費 173,151千円 ( 2.9％) 384,794千円 ( 2.7％) 222.2％

賃   借   料 90,409千円 ( 1.5％) 239,209千円 ( 1.7％) 264.6％

そ の 他 経 費 272,097千円 ( 4.5％) 587,280千円 ( 4.2％) 215.8％

計 1,174,638千円 (19.4％) 2,582,335千円 (18.4％) 219.8％



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度の設備投資については、合併に伴う業務システムの統合による業務の効率化などを目的とし

た設備投資を実施しております。 

当事業年度の設備投資等の総額は、82,079千円であり、事業部門別の設備投資について示すと、次のと

おりであります。 

(1) セグメント別の設備投資状況 

① アウトソーシング事業 

当事業年度の主な設備投資等は、新棚卸システムへの投資49,747千円を中心として、総額82,079千

円の投資を実施しました。 

② 人材派遣事業 

特記事項はありません。 

(2) 重要な設備の除去、売却等について 

特記事項はありません。 

２ 【主要な設備の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

     ２ 上記その他の内訳は、建物付属設備、車両運搬具及び工具器具備品で、事務所は賃借しております。 

     ３ 従業員数は就業人員であります。 

     ４ 上記のほか、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

当事業年度において前事業年度末に計画していた設備計画は、一部仕様の見直し等により完了予定日

を次のように変更いたしました。 

 
(注)  新基幹システムについては、一部仕様の見直し等により、平成19年度上期中に本稼動する予定です。 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

事業所名 
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(千円) 従業員数

(人)ソフトウエア その他 合計

 本社(東京都新宿区) 統括管理・業務機器 134,366 61,536 195,903 139

 関西支社(大阪市北区) 統括管理・業務機器 ─ 8,079 8,079 44

 九州支社(福岡市博多区) 統括管理・業務機器 608 3,832 4,440 32

名称 数量
リース期間

(年)
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

 棚卸システム用機器端末  一式 ５ 25,482 12,370

 派遣システム機器  一式 ５ 6,241 13,463

事業所名 
(所在地)

設備の内容
投資予定額（千円）

資金調達方法 着手年月
完了予定
(完成年月)総額 既支払額

本社（東京都新宿区） 新基幹システム 90,000 9,466 自己資金 平成18.4 平成19年上期



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種 類 発行可能株式総数(株)

普 通 株 式 192,000

計 192,000

種 類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月29日)

上場証券取引所名又は登録証券
業協会名

内 容

普通株式 104,801.13 104,801.13 ジャスダック証券取引所 ―

計 104,801.13 104,801.13 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づき発行した新株引受権(ストックオプション)は次のとおりです。 

(平成14年３月20日臨時株主総会決議) 

 
 (注)１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとしております。ただし、かかる調整は、当該株式分割又は株式併合の時点で対象者が新株予約権を行

使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとしております。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率(１株未満の端数は切り捨てる) 

２ 当社が新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権の目的たる株式１株当たり金額を下回る発行

価額をもって普通株式を発行する場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端

数はこれを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×調整前新株予約権の目的たる株式１株当たり払込金額／調整後新株予約

権の目的たる株式１株当たり払込金額 

  なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たり払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしております。 

調整後１株当たり払込金額＝調整前１株当たり払込金額×１／分割・併合の比率 

  また、当社が払込金額調整式に使用する調整前１株当たり払込金額を下回る発行価額をもって普通株式を

発行する場合、当社は、次の算式により１株当たり払込金額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとしております。 

調整後１株当たり払込金額＝{(調整前１株当たり払込金額×既発行株式数)＋(新発行株式数×１株当た

り発行価額)}／(既発行株式数＋新発行株式数) 

３ 当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監

査役もしくは使用人の地位であることを要する。 

(2) 新株予約権の譲渡、質入れ、その他一切の処分を認めないものとする。 

(3) その他行使の条件は、当社と新株予約権者で締結した新株予約権割当契約によるものとする。 

４ 平成15年３月11日開催の取締役会決議により、平成15年３月28日付をもって株式１株を４株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び

資本組入額が調整されております。 

５ 平成16年７月13日開催の取締役会決議により、平成16年７月30日付をもって株式１株を５株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び

資本組入額が調整されております。 

６ 平成17年２月７日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び

資本組入額が調整されております。 

７ 平成18年11月１日開催の取締役会決議により、平成18年12月１日付をもって株式１株を３株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び

資本組入額が調整されております。 

８ 新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職により付与対象でなくなった数を控除した残数を

記載しております。 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
4,080株

(注)1,2,4,5,6,7,8
同左

新株予約権の行使時の払込金額
１株当たり4,166円
(注)1,2,4,5,6,7

同左

新株予約権の行使期間
平成16年９月１日から
平成23年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    4,166円
資本組入額 2,083円 

(注)2,4,5,6,7
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



(平成16年３月20日臨時株主総会決議) 

 
 (注)１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとします。ただし、かかる調整は、当該株式分割又は株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使して
いない目的たる株式の数においてのみ行われるものとしております。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率(１株未満の端数は切り捨てる) 

２ 当社が新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権の目的たる株式１株当たり金額を下回る発行
価額をもって普通株式を発行する場合、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端
数はこれを切り捨てます。 
調整後株式数＝調整前株式数×調整前新株予約権の目的たる株式１株当たり払込金額／調整後新株予約

権の目的たる株式１株当たり払込金額 
  なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たり払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしております。 
調整後１株当たり払込金額＝調整前１株当たり払込金額×１／分割・併合の比率 

  また、当社が払込金額調整式に使用する調整前１株当たり払込金額を下回る発行価額をもって普通株式を
発行する場合、当社は、次の算式により１株当たり払込金額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数
は切り上げるものとしております。 
調整後１株当たり払込金額＝{(調整前１株当たり払込金額×既発行株式数)＋(新発行株式数×１株当た

り発行価額)}／(既発行株式数＋新発行株式数) 
３ 平成16年７月13日開催の取締役会決議により、平成16年７月30日付をもって株式１株を５株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び
資本組入額が調整されております。 

４ 平成17年２月７日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に分割してお
ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び
資本組入額が調整されております。 

５ 平成18年11月１日開催の取締役会決議により、平成18年12月１日付をもって株式１株を３株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び

資本組入額が調整されております。 
６ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職により付与対象でなくなった

数を控除した残数を記載しております。 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 15個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 450株(注)1,2,3,4,5,6 同左

新株予約権の行使時の払込金額
１株当たり5,400円

(注)2,3,4,5
同左

新株予約権の行使期間

平成18年４月１日又は上場日か
ら６ヶ月経過した日のいずれか
遅い日から平成26年２月28日ま
で

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   5,400円
資本組入額  2,700円 

(注)2,3,4,5
同左

新株予約権の行使の条件

１ 新株予約権者は、権利行使
時においても当社又は当社
の関係会社の取締役、監査
役もしくは使用人の地位に
あることを要する。

２ その他権利行使の条件は平
成16年３月20日開催の臨時
株主総会及び平成16年３月
20日開催の取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権
者の間で締結した「新株予
約権割当契約」に定められ
ております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を第三者に譲渡、
質入その他一切の処分をするこ
とができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
 (注)１ 合併に伴う割当交付 

  合併比率は株式会社ピーアンドピー１株に対し、株式会社ピーアンドピー（大阪）0.5株であります。 
２ 株式分割(１：４) 

平成15年３月11日開催の取締役会決議により、平成15年３月28日付をもって株式１株を４株に分割してお
ります。 

３ 新株予約権の行使 
行使者 有限会社ワイ・リンク 発行価額 138,875円 資本組入額 69,438円 

４ 合併に伴う割当交付 

  合併比率は株式会社ピーアンドピー１株に対し、株式会社パートナーズ・ジャパン0.35株であります。 

５ 株式分割(１：５) 
平成16年７月13日開催の取締役会決議により、平成16年７月30日付をもって株式１株を５株に分割してお
ります。 

６ 有償一般募集(ブックビルディング方式) 
  発行価格  300,000円   発行価額  221,000円   資本組入額 110,500円 
７ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。 
８ 株式分割(１：２) 

平成17年２月７日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に分割してお
ります。 

９ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。 
10 有償一般募集(ブックビルディング方式) 
  発行価格  618,860円   発行価額  580,580円   資本組入額 290,290円 
11 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。 
12 合併に伴う割当交付 
  合併比率は株式会社ピーアンドピー１株に対し、株式会社ラスコーポレーション0.336株であります。 
13 資本準備金の減少は合併差損によるものであります。 
14 資本準備金の減少は、平成18年６月29日開催の株主総会決議による未処理損失の処理であります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成14年９月１日(注)１ 10 410 500 20,500 500 500

平成15年３月28日(注)２ 1,230 1,640 ― 20,500 ― 500

平成16年２月25日(注)３ 1,000 2,640 69,438 89,938 69,437 69,937

平成16年３月31日(注)４ 56 2,696 500 90,438 ― 69,937

平成16年７月30日(注)５ 10,784 13,480 ― 90,438 ― 69,937

平成16年12月１日(注)６ 1,000 14,480 110,500 200,938 171,500 241,437

平成17年２月１日～ 
平成17年２月28日(注)７

100 14,580 1,250 202,188 1,250 242,687

平成17年５月20日(注)８ 14,580 29,160 ― 202,188 ― 242,687

平成17年６月１日～ 
平成17年６月30日(注)９

180 29,340 1,237 203,425 1,237 243,924

平成18年１月25日(注)10 4,000 33,340 1,161,160 1,364,585 1,161,160 1,405,084

平成18年２月１日～ 
平成18年２月28日(注)11

620 33,960 5,022 1,369,607 5,022 1,410,106

平成18年３月１日 
(注)12、13

383.71 34,343.71 ― 1,369,607 △301,964 1,108,141

平成18年６月29日(注)14 ─ 34,343.71 ─ 1,369,607 △570,000 538,141

平成18年12月１日(注)15 68,687.42 103,031.13 ─ 1,369,607 ─ 538,141

平成18年８月１日～ 
平成18年12月31日(注)16

1,770 104,801.13 4,766 1,374,374 4,766 542,908



15 株式分割(１：３) 
平成18年11月１日開催の取締役会決議により、平成18年12月１日付をもって株式１株を３株に分割してお
ります。 

16 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
     (注)１ 自己株式2.13株は、「個人その他」に2株、「端株の状況」に0.13株含まれております。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

区分

株式の状況

端株の
状況 
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ─ 6 14 50 6 2 2,668 2,746 ―

所有株式数(株) ─ 10,590 467 28,808 4,786 31 60,119 104,801 0.13

所有株式数 
の割合(％)

─ 10.10 0.45 27.49 4.57 0.03 57.36 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

山室 正之 東京都豊島区要町 29,490 28.13

有限会社 ワイ・リンク 東京都豊島区要町 27,600 26.33

山室 かおる 東京都豊島区要町 7,860 7.49

日本トラスティ・サービス信託銀行 株式
会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11 5,386 5.13

ノーザン トラスト カンパニー エイブ
イエフシー リ ノーザン トラスト ガ
ンジー アイリッシュ クライアンツ 
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF 
LONDON E14 5 NT, UK 
(東京都中央区日本橋3-11-1)

2,286 2.18

資産管理サービス信託銀行 株式会社(年
金特金口)

東京都中央区晴海1-8-12 2,048 1.95

資産管理サービス信託銀行 株式会社(証
券投資信託口)

東京都中央区晴海1-8-12 2,020 1.92

アイランド 
(常任代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行本店)

P.O.BOX 3600 ABU DHABI 
UNITED ARAB EMIRATES

1,239 1.18

カセイスバンクオーディナリーアカウント 
(常任代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行本店)

1 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS-
FRANCE

1,150 1.09

藤井 一夫 兵庫県揖保郡太田町 1,095 1.04

計 ― 80,174 76.50



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 上記の「端株」欄の普通株式には、当社保有の自己株式0.13株が含まれております。 

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

2
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

104,799
104,799 ―

端株
普通株式

0.13
― ―

発行済株式総数 104,801.13 ― ―

総株主の議決権 ― 104,799 ―

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数 
（株）

他人名義
所有株式数 
（株）

所有株式数
の合計 
（株）

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社ピーアンドピー

東京都新宿区新宿 
３－27-４

2 ─ 2 0.00

計 ― 2 ─ 2 0.00



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、取締役、監査役及び従業員に対して、業務に対する意欲や士気を一層高めることを目的とし

て、ストックオプション制度を採用しております。 

当社は、平成14年３月20日開催の臨時株主総会において、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権(ストックオプション)及び、平成16年３月20日開催の臨時株主総会において、平成13年改正旧商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)を付与することを決議し

ております。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

 
 (注)１ 当社が株式の分割または株式併合を行う場合、「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり、株式数を調

整するものとします。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割又は併合を行う場合には、１株当たりの払込価額を次の算式により調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
３ 平成15年３月11日開催の取締役会決議により、平成15年３月28日付をもって株式１株を４株に分割してお

ります。また、平成16年７月13日開催の取締役会決議により、平成16年７月30日付をもって株式１株を５
株に分割し、平成17年２月７日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付をもって株式１株を２株
に分割し、さらに、平成18年11月１日開催の取締役会決議により、平成18年12月１日付をもって株式１株
を３株に分割しております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込
金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

４ 平成16年７月13日開催の取締役会決議により、平成16年７月30日付をもって株式１株を５株に分割し、平

成17年２月７日開催の取締役会決議により、平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に分割し、さら

に、平成18年11月１日開催の取締役会決議により、平成18年12月１日付をもって株式１株を３株に分割し

ております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格

及び資本組入額が調整されております。 

    決議年月日   平成14年３月20日   平成16年３月20日

付与対象者の区分及び人数
取締役１名、使用人で決議日現在課長
以上の資格を有するもの６名

取締役3名、使用人で平成16年3月20日
在籍者39名

新株予約権の目的となる株式
の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載し
ております。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載し
ております。

株式の数   4,080株(注)1,2,3  450株(注)1,2,4

新株予約権の行使時の払込金
額

「(2) 新株予約権等の状況」に記載し
ております。(注)３

「(2) 新株予約権等の状況」に記載し
ております。(注)４

新株予約権の行使期間     同   上     同   上

新株予約権の行使の条件     同   上     同   上

新株予約権の譲渡に関する事
項

    同   上     同   上

代用払込みに関する事項       ─       ─

組織再編行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項

      ─       ─

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求及び旧商法第218条の規定に基づく株式分割 

 による取得 

 
(注）当事業年度における取得自己株式には、平成18年12月１日を基準日とする１：３の株式分割による 

    増加株式数1.82株を含んでおります。 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
(注) その他（市場売却）による減少は、端株の売却によるものであります。 

  

３ 【配当政策】 

当社は利益配分について、株主への利益還元を重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務

体質の充実をも勘案しながら、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としておりま

す。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本方針としており、配当の決定機関は、中間配当

は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 上記方針に基づき当期につきましては、年間750円（普通配当500円及び会社創立20周年記念特別

配当250円）の復配をさせていただくことになりました。 

 
  なお、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定めております。 

  

【株式の種類等】
旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求による普通株式の取得
及び旧商法第218条の規定に基づく株式分割による普通株式の取得

     区  分 株式数 （株） 価額の総額 （千円）

 当事業年度における取得自己株式 2.16 110

 当期間における取得自己株式 ─ ─

区分
当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他(市場売却) 0.60 40,200 ─ ─

保有自己株式数 2.13 ─ 2.13 ─

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成19年６月26日 株主総会決議 78,599 750



４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 
(注) １ 株価は、平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるもので( )表示をしており、平成16年12月 

13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

２ 当社株式は、平成16年12月２日から日本証券業協会に店頭登録されております。それ以前については 

該当事項はありません。 

３ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 
(注) １ 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

最高(円) ― ―
(660,000)738,000

※245,000
700,000

500,000
※166,700

最低(円) ― ―
(433,000)420,000

※218,000
222,000 65,000

月別 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 平成19年３月

最高(円)
321,000 

※107,000
395,000 

※131,700
96,700 91,000 88,500 83,800

最低(円)
270,000 
※90,000

90,000 77,300 72,100 75,000 65,000



５ 【役員の状況】 

  

 
(注)１ 取締役の任期は平成19年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時 

 までであります。 
  ２ 監査役の任期は平成17年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時 

 までであります。 
  ３ 取締役 坂田 英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 
  ４ 監査役 玉井 幸雄、杉山 浩、三木 敬裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
社長

山 室 正 之 昭和30年１月20日生

昭和53年４月 株式会社ニチイ入社

(注)1 29,490

昭和62年１月 当社設立 営業部長就任

平成７年５月 当社 取締役就任

平成14年３月 当社 代表取締役就任(現任)

平成14年４月 株式会社フロス代表取締役社長 就任

平成16年７月 株式会社フロス取締役就任(現任)

平成17年10月 株式会社ラスコーポレーション取締役
就任

取締役 関西支社長 藤 井 一 夫 昭和40年８月18日生

昭和59年４月 中村ニット株式会社入社

(注)1 1,095

昭和63年４月 当社入社

平成元年４月 当社 大阪営業所長就任

平成５年７月 株式会社ピーアンドピー(大阪) 取締
役就任

平成14年９月 当社と株式会社ピーアンドピー(大阪)
合併 取締役大阪支社長就任

平成18年４月 取締役関西支社長就任(現任)

取締役 九州支社長 高 津 直 滋 昭和43年11月12日生

平成２年４月 株式会社コスモ・エンタープライズ入
社

(注)1 360

平成５年７月 当社入社

平成14年４月 当社 営業部長就任

平成14年９月 当社 取締役営業部長就任

平成16年７月 株式会社フロス代表取締役社長就任(現
任)

平成18年３月 取締役人材開発部長就任

平成19年３月 取締役九州支社長就任（現任）

取締役
管理部門 
担当

半 田 敏 雄 昭和14年９月12日生

昭和38年４月 三菱重工業株式会社入社

(注)1 510

昭和45年６月 カリフォルニア大学バークレー校経営
学大学院卒業(MBA)

平成10年10月 三菱重工東日本販売株式会社入社

平成14年８月 当社入社 経営企画室長就任

平成15年６月 当社 取締役経営企画室長就任

平成16年10月 取締役管理部門担当就任(現任)

平成17年10月 株式会社ラスコーポレーション取締役
就任

取締役 九州担当 岩 下 重 忠 昭和21年４月26日生

昭和40年４月 日本ユニバック株式会社入社

(注)1 1,050

平成10年11月 株式会社パートナーズ・ジャパン設立 
代表取締役就任

平成16年３月 当社と株式会社パートナーズ・ジャパ
ン合併 取締役九州支社長就任

平成18年３月 取締役営業推進部部長(九州担当)就任
(現任)

取締役 坂 田 英 明 昭和14年６月10日生

昭和37年４月 三菱重工業株式会社入社

(注)1,3 ―
平成５年10月 弁護士登録（現職）

平成５年10月 坂田法律事務所設立

平成17年６月 取締役就任(現任)

常勤監査役 玉 井 幸 雄 昭和18年１月１日生

昭和36年４月 株式会社東京相和銀行入行

(注)2,4 ―

平成９年11月 株式会社東総 代表取締役就任

平成10年５月 株式会社大和エスシー入社

平成14年６月 株式会社大和エスシー代表取締役就任

平成16年７月 当社 監査役就任(現任)

平成16年７月 株式会社フロス監査役就任(現任)

平成17年10月 株式会社ラスコーポレーション監査役
就任

監査役 杉 山    浩 昭和41年１月21日生

平成７年９月 杉山会計事務所設立 代表就任(現任)

(注)2,4
―
 

平成16年１月 当社 監査役就任(現任)

平成17年10月 株式会社ラスコーポレーション監査役
就任

監査役 三 木 敬 裕 昭和31年12月16日生

平成７年４月 弁護士登録（現職）

(注)2,4 ―

平成８年４月 三木法律事務所設立

平成17年６月 当社 監査役就任(現任)

平成17年10月 株式会社ラスコーポレーション監査役
就任

計 32,505



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、株主重視の経営を基本方針として、意思決定の迅速化及び経営の健全性を高めるためのコンプ

ライアンス体制の整備・強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの有効性を確保し、公正な経営を

実現することを最優先課題としております。 

また、必要な会社情報を、タイムリーに、正確に、公平にディスクローズし、公正で透明な経営を維持

するとともに、積極的なＩＲ活動を行うことで、株主・投資家とのコミュニケーションを推進してまいり

ます。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

当社は、企業統治機構として監査役制度を採用しており、企業経営において求められる効率性及び

公正・公平性を確保するために、以下の制度を導入し、運営しております。 

(ア) 取締役会 

経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、平成19年３月31日現在取締役６名（うち社

外取締役１名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。 

(イ) 監査役・監査役会 

当社は、監査役制度を採用しており、平成19年３月31日現在監査役３名（うち社外監査役３名）

となっております。監査役は、監査役会を設置し、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をは

じめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査により、内部監査担当者及び監査役間

で相互報告を行うほか、監査法人との連携を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。 

(ウ) コンプライアンス委員会 

事業活動を行うに際し、法令遵守・社内規程の遵守のほか社会規範や倫理に反する行動がないよ

う、その遵守の徹底を図り、その遵守状況を監視し、内部通報があれば適正かつ公正なる改善措置

を講ずるため、コンプライアンス室による内部統制の委員会を実施しております。 

(エ) 経営会議 

取締役及び執行役員をメンバーとし、経営の重要事項について情報を共有するとともに討議する

経営会議を開催しております。同会議には、監査役及びコンプライアンス室長も出席することによ

り、内部統制システムの強化を図っております。 

(オ) 顧問弁護士その他第三者の状況 

重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項につきましては、顧問弁護士に相談し、必要

な検討を実施しております。また、専門家より、業務遂行上の必要に応じ、適宜アドバイスを受け

ております。 



（内部統制の仕組み（模式図）） 

 

  
② 内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況 

(ア) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、平成18年５月10日開催の取締役会において、会社法第362条および会社法施行規則第100

条に基づき、会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備することを決議しておりま

す。 

(ⅰ) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に関する情報の保管及び管理に関しては、代表取締役が取締役の中から統括

責任者を任命し、その責任者が文書管理規程、その他社内規程に従い職務執行に関する情報を文

書または電磁的に記録して保管するものとし、取締役はそれらを常時閲覧可能とする。 

統括責任者は、定例取締役会に毎回内部統制システムのコントロール状況を報告することとす

る。なお、文書管理規程、その他社内規程の制定または改廃は、取締役会及び監査役会の決議に

よるものとする。 

(ⅱ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、統括責任者が全社のリスクコントロールを統括するものとする。 

 統括責任者は、当社規程に基づきあらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、迅速かつ適切な

情報伝達と緊急体制を整備し、コンプライアンス室（内部監査）と連携し各部署の日常的なリス

ク管理状況を評価・監視することとする。 

なお、有事の際には、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機

管理を行う。 

(ⅲ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 



当社は、定例取締役会を毎月１回開催して重要事項の決定並びに取締役・執行役員の業務執行

状況の監督を行う。 

 また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役、執行役員、監査役が

出席する経営会議を毎月１回開催することにより業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面

的に検討し慎重な意思決定を行う。 

 業務の運営・遂行については、中期経営計画及び各年度予算の立案、全社的な目標の明確な設

定、各部門への目標付与を行い、その目標達成に向けての具体策を立案・実行する。 

(ⅳ) 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

当社は、法令の遵守、またその徹底を図るためコンプライアンス室を設置している。全社のコ

ンプライアンスへの取り組みを統括するとともに、同室を中心に取締役、使用人等への教育を継

続的に企画・実行する。 

 さらに、社内通報制度を設け、取締役、使用人等はコンプライアンスに違反する行為が行われ

ている、あるいは行われる虞があることに気がついたときは、社内通報制度により速やかに管理

部門担当役員に通報する。 

 なお、通報内容は機密として秘守し通報者に対して当社は何ら不利益な取り扱いを行わないこ

ととする。 

(ⅴ) 当社企業グループの業務の適性を確保するための体制 

当社は、現在連結グループ会社がありませんが、今後連結グループ会社が発生した場合は、業

務の適正を確保する体制をとっていきます。 

(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 

必要に応じて監査役の業務補助のために監査役スタッフを置くことができる。その人事につい

ては管理部門担当取締役と監査役が協議して決定する。 

(ⅶ) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 １） 補助使用人の異動については、監査役の同意が必要とする。 

 ２） 取締役の補助使用人に対する指揮命令権はないものとする。 

 ３） 補助使用人の懲戒については、監査役の同意の上決定する。 

(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための事項 

１） 取締役は、次に定める事項を監査役に報告するものとする。 

 ａ 取締役会及び経営会議で決議された事項 

 ｂ 会社に著しい損害が発生する虞がある事項 

 ｃ 毎月の経営状況のうち重要な事項 

 ｄ 内部監査状況及び内部監査の結果 

 ｅ リスク管理に関する重要な事項 

 ｆ 重大な法令・定款違反 

 ｇ 社内通報制度による通報状況及びその内容 

 ｈ その他コンプライアンス上重要な事項 

２） 取締役、使用人は前記１）のａ）からｆ）に関する重大な事実を発見した場合、 

   監査役会（監査役）に直接報告することができる。 

(ⅸ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を開催することとし、取締役

及び使用人にヒヤリングを実施する機会を与えられている。 



(イ) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

(ⅰ) 取締役及び監査役が出席する取締役会を毎月１回以上開催し、経営の基本方針、法令で

定められた事項その他経営に関する重要事項を決定し、また社内各部門の進捗状況をレビューす

ることにより、業務執行の監督を遂行いたしました。 

(ⅱ) 重要な業務執行方針を協議する機関として、取締役および執行役員をメンバーとする経

営会議を月１回開催し、経営情報・営業情報施策等について情報の共有化に努めるほか、経営会

議で審議された事項は、取締役会においても報告され、審議のうえ承認しております。 

(ⅲ) 監査役会を設置し、毎月１回以上開催するとともに、取締役の意思決定や職務執行に対

する監査を遂行しております。 

(ⅳ) コンプライアンス室を設置して会社全部門に対し内部監査を実施し、業務処理等に関す

る適正性・妥当性について内部牽制の拡充に努めております。 

(ⅴ) 役職員へのコンプライアンス啓蒙活動の一環として、「Ｐ＆Ｐ行動指針」を制定し、社

員研修の実施、役職員向けのコンプライアンス研修会の開催等を行っております。 

（ウ）財務報告の適正性を確保するための体制 

平成19年５月10日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制シ

ステム構築の基本方針」を決議するとともに、代表取締役社長直轄の「内部統制委員会」を設置し

て、当社の行う取引に関する会計処理の業務プロセスにおけるリスクを最小化するための体制及び

方法等について、法令に適合した内容の規程類を整備して財務報告の適正性を確保するための体制

の充実を図るものとします。 

  

③ 役員報酬及び監査報酬 

(ア) 役員報酬の内容 

 
(注)１ 取締役の報酬額は、平成15年６月24日開催の定時株主総会決議により、年額130,000千円以内とさ 

     れております。ただし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれており

     ません。 

 ２ 監査役の報酬額は、平成15年６月24日開催の定時株主総会決議により、年額20,000千円以内とさ 

    れております。 

  ３ 上記報酬の他、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は27,030千円であります。 

  ４ 期末現在の人員は、取締役６名、監査役３名であります。 

  ５ 支給額は、事業年度中に役員退職慰労引当金として費用処理した18,050千円を含んでおります。 

区分 支給人員 支   給   額

取締役 6名  92,261千円 （うち社外取締役 1名   3,250千円）

監査役 3名  11,700千円 （うち社外監査役 3名  11,700千円）

合計 9名 103,961千円



(イ) 監査報酬の内容 

 
 

(3) 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続き並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連

携の状況 

① 内部監査 

代表取締役社長直属のコンプライアンス室（１名）を設置しております。コンプライアンス室は監

査計画に基づき、業務全般にわたり監査を実施しております。各事業所監査において、監査役及びコ

ンプライアンス室は同行・同席し、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。 

監査結果は直接代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行

うことで、業務の適正な運営・社内規程との整合性を監査するととともに業務の改善・効率化の推進

に努めております。 

② 監査役監査 

常勤監査役（１名）及び非常勤監査役（２名）で毎月１回以上監査役会を開催しております。監査

役は取締役会に出席するとともに、社内の重要会議にも参加し、取締役会及び取締役の意思決定・業

務遂行に関して、独立した立場から法令違反等の有無について監査を実施しております。 

③ 監査の連携 

内部監査及び監査役監査の実施に当っては、内部監査担当者及び監査役間で相互報告を行うほか、

監査法人から監査の方法と監査結果に関する報告を受け、相互に意見交換を行って相互の連携を図っ

ております。 

(4) 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 該当事項はありません。 

(5) 業務を遂行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数 

 
（注）継続監査年数が７年以内であるため、記載を省略しております。 

  監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定され、公認会計士２名、会計士補３名、 

   その他１名で構成されております。 

(6) 取締役の定数等 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした決議事項 

 該当事項はありません。 

区分 報酬額

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２号第１項に
規定する業務に基づく報酬の金額

14,500千円

上記以外の報酬の金額     ─

合計 14,500千円

業務を遂行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数

鈴木 教夫 太陽ＡＳＧ監査法人 －（注）

永岡 喜好 太陽ＡＳＧ監査法人 －（注）



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、第19期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、第20期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第19期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び第20期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表について、太陽

ＡＳＧ監査法人により監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断

を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による会社間取引の相殺後の割合は次のと

おりであります。 

 
  

  

資産基準 0.3％

売上高基準 0.0％

利益基準 0.1％

利益剰余金基準 0.9％



１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,522,884 1,901,243

 ２ 受取手形 8,656 ─

 ３ 売掛金 1,545,274 1,767,113

 ４ 前払費用 19,798 21,795

 ５ 繰延税金資産 78,363 80,086

 ６ その他 13,134 10,545

   貸倒引当金 △4,369 △6,365

  流動資産合計 3,183,742 85.6 3,774,420 88.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 55,223 59,574

    減価償却累計額 △14,134 41,089 △14,637 44,937

  (2) 車両運搬具 22,094 22,094

    減価償却累計額 △6,169 15,924 △11,240 10,854

  (3) 工具器具備品 88,056 98,333

    減価償却累計額 △64,362 23,694 △73,900 24,432

   有形固定資産合計 80,708 2.2 80,224 1.9

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 110,774 135,158

  (2) 電話加入権 7,431 7,431

  (3) 意匠権 2,555 1,222

   無形固定資産合計 120,760 3.3 143,811 3.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 10,000 10,000

  (2) 破産債権、再生債権、 
    更生債権その他 
    これらに準ずる債権

33,937 42,562

  （3）長期前払費用 230 17

  (4) 繰延税金資産 48,571 6,251

  (5) 差入保証金 207,208 164,699

  (6) 保険積立金 66,165 74,896

  (7) その他 ─ 8,000

    貸倒引当金 △33,937 △41,492

   投資その他の資産合計 332,175 8.9 264,934 6.2

  固定資産合計 533,644 14.4 488,970 11.5

  資産合計 3,717,386 100.0 4,263,390 100.0



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※１ 828,700 937,004

 ２ 未払金 477,244 259,005

 ３ 未払費用 73,893 77,624

 ４ 未払法人税等 19,430 311,144

 ５ 未払消費税等 146,590 151,458

 ６ 前受金 1,460 2,725

 ７ 預り金 116,321 78,398

 ８ 賞与引当金 21,349 46,781

 ９ その他 2,204 2,061

  流動負債合計 1,687,195 45.4 1,866,202 43.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 11,629 10,824

 ２ 役員退職慰労引当金 103,965 122,015

  固定負債合計 115,594 3.1 132,839 3.1

  負債合計 1,802,790 48.5 1,999,042 46.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 1,369,607 36.8 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,108,141 ―

  資本剰余金合計 1,108,141 29.8 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 8,086 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 別途積立金 250,000 ―

 ３ 当期未処理損失 821,039 ―

  利益剰余金合計 △562,953 △15.1 ― ―

Ⅳ 自己株式 ※３ △199 0.0 ― ―

  資本合計 1,914,596 51.5 ― ―

  負債資本合計 3,717,386 100.0 ― ―



  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,374,374 32.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 542,908

    資本剰余金合計 ― ― 542,908 12.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金

    繰越利益剰余金 347,307

    利益剰余金合計 ― ― 347,307 8.2

 ４ 自己株式 ― ― △241 △0.0

   株主資本合計 ― ― 2,264,348 53.1

   純資産合計 ― ― 2,264,348 53.1

   負債純資産合計 ― ― 4,263,390 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 6,075,847 100.0 14,056,389 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 4,631,369 76.2 10,795,966 76.8

   売上総利益 1,444,477 23.8 3,260,422 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,174,638 19.4 2,582,335 18.4

   営業利益 269,839 4.4 678,086 4.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 96 997

 ２ その他 4,678 4,774 0.1 9,821 10,818 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,751 82

 ２ 新株発行費 10,825 ─

 ３ 株式交付費 ― 960

 ４ その他 3,635 19,212 0.3 3,628 4,670 0.0

   経常利益 255,401 4.2 684,234 4.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 1,750 ─

 ２ 過年度未払金精算益 ― 1,750 0.0 41,677 41,677 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 11,057 1,895

 ２ 合併関連費用 20,588 ─

 ３ 貸倒引当金繰入額 31,652 ─

 ４ 過年度法定福利費 ─ 63,298 1.0 18,861 20,756 0.2

   税引前当期純利益 193,853 3.2 705,155 5.0

   法人税、住民税及び 
   事業税

67,491 324,268

   法人税等調整額 △ 7,019 60,471 1.0 40,598 364,866 2.6

   当期純利益 133,382 2.2 340,289 2.4

   前期繰越利益 297,913 ―

   合併引継未処理損失 1,252,335 ―

   当期未処理損失 821,039 ―



売上原価明細書 

  

 
 

(注)※１ 主な経費は以下のとおりであります。 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 労務費 3,632,964 78.4 9,126,194 84.5

Ⅱ 経費 ※１ 998,405 21.6 1,669,772 15.5

売上原価 4,631,369 100.0 10,795,966 100.0

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

仕入外注費 584,444 548,287

業務経費 370,391 987,303

車両借上リース料 35,779 38,300

その他 7,789 95,881



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,369,607 1,108,141 1,108,141

事業年度中の変動額

 新株予約権の行使による株式発行 4,766 4,766 4,766

 欠損填補 △570,000 △570,000

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 4,766 △565,233 △565,233

平成19年３月31日残高(千円) 1,374,374 542,908 542,908

株主資本

純資産 

合計

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計利益 

準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金 
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 8,086 250,000 △821,039 △562,953 △199 1,914,596 1,914,596

事業年度中の変動額

 新株予約権の行使による株式発行 9,533 9,533

 欠損填補 △8,086 △250,000 828,086 570,000 ─ ─

 当期純利益 340,289 340,289 340,289 340,289

 自己株式の取得 △110 △110 △110

 自己株式の処分 △27 △27 67 40 40

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △8,086 △250,000 1,168,347 910,261 △42 349,752 349,752

平成19年３月31日残高(千円) ─ ─ 347,307 347,307 △241 2,264,348 2,264,348



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 193,853 705,155

   減価償却費 13,206 57,616

   貸倒引当金の増減額 31,784 9,550

   賞与引当金の増減額 1,666 25,431

   役員退職慰労引当金の増減額 17,840 18,050

   受取利息 △96 △997

   支払利息 4,751 82

   固定資産除却損 11,057 1,895

   固定資産売却益 △1,750 ─

   新株発行費 10,825 ─

   売上債権の増減額 △124,469 △221,808

   仕入債務の増減額 69,042 108,304

   未払金の増減額 △148,808 △218,238

   未払消費税の増減額 52,357 4,867

   役員賞与の支払 △1,710 ─

   その他 56,325 △22,641

    小計 185,875 467,268

   利息の受取額 96 997

   利息の支払額 △4,751 △82

   法人税等の支払額 △167,933 △43,198

   営業活動によるキャッシュ・フロー 13,285 424,984

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △29,717 △22,427

   有形固定資産の売却による収入 4,124 ─

   無形固定資産の取得による支出 △21,713 △59,652

   合併による支出 △1,364,298 ─

   差入保証金の差入による支出 △57,590 ─

   差入保証金の回収による収入 ─ 42,508

   その他 3,438 △16,518

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,465,755 △56,089

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 1,810,000 300,000

   短期借入金の返済による支出 △2,060,000 △300,000

   配当金の支払額 △18,954 ─

   株式の発行による収入 2,311,494 ─

   新株予約権の行使による収入 12,519 9,533

   自己株式買取による支出 △199 △110

   自己株式処分による収入 ─ 40

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,054,860 9,463

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 602,390 378,358

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 920,494 1,522,884

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,522,884 1,901,243



⑤ 【損失処理計算書】 

  

 
  

前事業年度
株主総会承認日 

(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処理損失 821,039

Ⅱ 損失処理額

 １ 任意積立金取崩額

    別途積立金取崩額 250,000

 ２ 利益準備金取崩額 8,086

 ３ 資本準備金取崩額 570,000 828,086

Ⅲ 次期繰越利益 7,047



重要な会計方針 

  

項  目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

(1) 子会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1) 子会社株式

同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

 定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得した建

物(建物付属設備は除く)については定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。
建物 ３－15年
車両運搬具 ２－６年
工具器具備品 ３－８年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

(1)          ――――――

(2)          ―――――― (2) 株式交付費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当事業年度より「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年８月11日 実務

対応報告第19号）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽

微であります。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度に対応す

る金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左



   

  

(4)          ―――――― (4) 役員賞与引当金

 役員賞与の支払に備えるため、当事

業年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(会計方針の変更） 

 当事業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 当事業年度は期首作成の事業計画の

達成状況を勘案し役員賞与の支給を行

わないこととしました。そのため損益

に与える影響はありません。

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

６ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限が到来する短期

的な投資からなっております。

同左

７ その他財務諸表作成の

ための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左



会計処理方法の変更 

 
  

追加情報 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損会計に係る会計基準）

 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」)

(企業会計審議会 平成14年８月９日)及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計適用指針第

６号 平成15年10月31日)を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。

――――――

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,264,348千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

前事業年度
(自 平成17年４月１日  

   至 平成18年３月31日）

当事業年度
(自 平成18年４月１日  

   至 平成19年３月31日）

１．スプレッド方式による新株発行
平成18年１月25日に実施した有償一般募集によ

る新株式発行（4,000株）は、発行価額（580,580
円）で引受をおこない、当該発行価額とは異なる
発行価格（618,860円）で一般投資家に販売するス
プレッド方式によっております。スプレッド方式
では、発行価格の総額と発行価額の総額との差額
153,120千円が事実上の引受手数料であり、発行価
額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来
の方式であれば、新株発行費として処理されてい
たものであります。
このため、従来の方式によった場合と比較し

て、新株発行費の額及び、資本金と資本準備金の
合計額はそれぞれ153,120千円少なく計上されてお
ります。その結果、経常利益及び税引前当期純利
益は同額多く計上されております。

――――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
  

(損益計算書関係) 

前事業年度 
 (平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※１ 関係会社に対する事項は、次のとおりであります。

買掛金 3,686千円

※１        ――――――

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数    普通株式 64,000株

発行済株式総数  普通株式 34,343.71株

※２        ――――――

※３ 自己株式

 当社が保有する自己株式の数は、端株の買取分の

みで、普通株式0.57株であります。

※３        ――――――

 ４ 資本の欠損

 資本の欠損の額は、571,239千円であります。

  ４        ――――――

前事業年度
(自 平成17年４月１日  

   至 平成18年３月31日）

当事業年度
(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

 

※１ 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

役員報酬 87,450千円

従業員給与 391,970千円

賞与引当金繰入額 15,999千円

賞与 35,158千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,840千円

採用教育費 173,151千円

賃借料 90,409千円

法定福利費 90,563千円

減価償却費 11,509千円

※１ 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属

する費用であります。主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 85,911千円

従業員給与 1,012,285千円

賞与引当金繰入額 38,957千円

賞与 91,766千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,050千円

採用教育費 384,794千円

賃借料 239,209千円

法定福利費 124,080千円

減価償却費 35,384千円

貸倒引当金繰入額 10,443千円

 

※２ 関係会社に対する事項は、次のとおりです。

外注費 59,498千円

※２       ――――――

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1,750千円

※３       ――――――

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5,105千円

工具器具備品 601千円

ソフトウェア 5,350千円

合計 11,057千円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 1,834千円

工具器具備品 61千円

合計 1,895千円



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加     68,687.42株 

 新株予約権の行使による増加  1,770.00株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 端株の買取による増加  0.34株 

 株式分割による増加   1.82株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 端株の売却による減少  0.60株 

  
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。      

  

４ 配当に関する事項 

    (1) 配当金支払額 

      該当事項はありません。      

  

    (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 34,343.71 70,457.42 ─ 104,801.13

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 0.57 2.16 0.60 2.13

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 78,599 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

(リース取引関係) 

前事業年度
(自 平成17年４月１日  
 至 平成18年3月31日）

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年3月31日）

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,522,884千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 1,522,884千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,901,243千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

─千円

現金及び現金同等物 1,901,243千円

 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に合併した株式会社ラスコーポレーシ
ョンより引き継いだ資産及び負債の主な内訳は、次
のとおりであります。

流動資産 1,656,571千円

固定資産 228,116千円

資産合計 1,884,688千円

流動負債 1,267,250千円

固定負債 161,629千円

負債合計 1,428,879千円

  ２       ――――――

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年3月31日）

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年3月31日）

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

機械及び 
装置 
(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円)

合計 
 

(千円)

取得価額 
相当額

102,600 44,810 147,410

減価償却累計額 
相当額

75,440 18,990 94,430

期末残高 
相当額

27,159 25,819 52,979

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

機械及び
装置 
(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円)

合計 
 

(千円)

取得価額
相当額

102,600 44,810 147,410

減価償却累計額
相当額

95,960 26,958 122,918

期末残高
相当額

6,639 17,851 24,491

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 29,752千円

１年超 25,833千円

 合計 55,585千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,929千円

１年超 13,903千円

 合計 25,833千円

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,733千円

減価償却費相当額 2,456千円

支払利息相当額 222千円

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 31,723千円

減価償却費相当額 28,487千円

支払利息相当額 1,971千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

(減損損失について)

   リース資産に配分された減損損失はありません。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同  左 

 

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同  左 

  

  

(減損損失について)

同  左



(有価証券関係) 

 前事業年度（平成18年３月31日現在）及び当事業年度（平成19年３月31日現在）において、子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当事業年度(自 平成18年4月1日  

 至 平成19年３月31日)において、当社はデリバテイブ取引を行っておりません。 

  

(退職給付関係) 

 
  

(ストック・オプション等関係) 

当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

(1) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの内容 

 
  

 
 (注)１ 新株式予約権の株式数は、新株予約権公布日以降の株式分割に係る分割割合を乗じて算定した株式数 
     に換算して記載しております。 

２ 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは使用人の 
   地位にあることを要する。 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。

  当期の確定拠出年金への掛け金支払額は5,392千円

であります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。

  当期の確定拠出年金への掛け金支払額は17,381千円

であります。

決議年月日 平成14年3月20日 平成15年3月27日

  付与対象者の区分及び数
  当社取締役  １名
  当社従業員  ６名

当社取締役  ２名  
  当社従業員  22名

ストック・オプション数 (注)１   普通株式  4,800株 普通株式   780株

  付 与 日 平成14年３月20日 平成15年３月27日

  権利確定条件 (注)２ (注)２

  対象勤務期間
   自 平成14月３月20日
   至 平成16月８月31日

  自 平成15月３月27日 
   至 平成17月４月30日

  権利行使期間
   自 平成16月９月１日
   至 平成23月３月31日

  自 平成17月５月１日 
   至 平成25月３月31日

決議年月日 平成15年9月29日 平成16年3月20日

  付与対象者の区分及び数
 当社取締役３名
 当社従業員45名

当社取締役３名  
 当社従業員39名

ストック・オプション数 (注)１  普通株式    2,580株 普通株式  2,790株

  付 与 日 平成15年９月29日 平成16年３月20日

  権利確定条件 (注)２ (注)２

  対象勤務期間
  自 平成15月９月29日
  至 平成17月11月30日

 自 平成16年３月20日 
  至 平成18月３月31日

  権利行使期間
  自 平成17月12月１日
  至 平成25月10月31日

 自 平成18月４月１日 
  至 平成26月２月28日



②ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション 

 の数については、株式数に換算して記載しております。 

１）ストック・オプションの数 

 
 

２）単価情報 

 
     （注）１ 権利行使価格は、新株予約権交付日以降の株式分割による影響調整後の価格を記載しており 

         ます。 

        ２ 行使時平均株価は、権利行使時における月中の平均株価を用いております。 

  

  

  

決議年月日 平成14年3月20日 平成15年3月27日 平成15年9月29日 平成16年3月20日

権利確定前  （株）  

 前事業年度末 ─ ─ ─ ─

 付  与 ─ ─ ─ ─

 失    効 ─ ─ ─ ─

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 未確定残 ─ ─ ─ ─

権利確定後   （株）

 前事業年度末 4,080 30 30 2,190

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 権利行使 ─ 30 30 1,710

 失  効 ─ ─ ─ 30

 未行使残 4,080 ─ ─ 450

決議年月日 平成14年3月20日 平成15年3月27日 平成15年9月29日 平成16年3月20日

権利行使価格  (円)  4,166 4,583 5,400 5,400

行使時平均株価 (円) ─ 107,100 107,100 101,100

付与日における公正な
評価単価 (円)

─ ─ ─ ─



(税効果会計関係) 

 
  

(持分法損益等) 

前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 8,689千円

貸倒引当金 1,666千円

解約違約金 21,443千円

過年度未払給与 17,398千円

夏季賞与未払社会保険 1,006千円

身障者雇用未払費用 2,950千円

未払労働保険料 10,430千円

未払事業税 8,796千円

未払事業所税 7,505千円

役員退職慰労引当金 42,313千円

合併未払退職金 4,733千円

繰延税金資産計 126,935千円

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 126,935千円

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれています。

流動資産―繰延税金資産 78,363千円

固定資産―繰延税金資産 48,571千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 19,039千円

貸倒引当金 1,845千円

夏季賞与未払社会保険 2,174千円

身障者雇用未払費用 1,221千円

未払労働保険料 24,410千円

未払事業税 28,177千円

未払事業所税 5,064千円

役員退職慰労引当金 49,660千円

合併未払退職金 4,406千円

繰延税金資産小計 135,997千円

評価性引当額 49,660千円

繰延税金資産合計 86,337千円

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 86,337千円

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれています。

流動資産―繰延税金資産 80,086千円

固定資産―繰延税金資産 6,251千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1％

被合併会社繰越欠損金 △10.7％

被合併会社過年度法人税等調整額 △7.2％

同族会社の留保金課税 4.2％

住民税均等割等 3.3％

情報通信機器等取得控除 △1.8％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.2％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

住民税均等割等 1.7％

同族会社の留保金課税 1.3％

評価性引当金の増加 7.0％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.7％



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

       子会社等 

 
          (注) １ 上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

          ２ 当社外注費の支払については、市場価格を参考に決定しております。 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報) 

 
（注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額  

 
２. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

属性 会社等の名称 住所 事業の内容又は職業 取引の内容 取引金額(千円) 科目 期末残高(千円)

子会社  ㈱フロス 東京都新宿区 アウトソーシング業  外注費 59,498  買掛金 3,686

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１株当たり純資産額 55,749円24銭

１株当たり当期純利益金額 4,427円49銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
4,068円16銭

当社は、平成17年５月20日付で普通株式１株に対し普

通株式２株の割合で株式分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額 35,032円17銭

１株当たり当期純利益金額 5,590円25銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
4,840円81銭

 

１株当たり純資産額 21,606円59銭

１株当たり当期純利益金額 3,268円01銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
3,132円03銭

当社は、平成18年12月１日付で普通株式１株に対し普

通株式３株の割合で株式分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額 18,583円08銭

１株当たり当期純利益金額 1,475円83銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
1,356円05銭

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ─ 2,264,348

普通株式に係る純資産額(千円) ─ 2,264,348

普通株式の発行済株式数(株) ─ 104,801.13

普通株式の自己株式数(株) ─ 2.13

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
 式の数(千円)

─ 104,799.00

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 133,382 340,289

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 133,382 340,289

普通株式の期中平均株式数(株) 30,125 104,127

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数（株） 2,660 4,520

 （うち新株引受権） 1,313 3,570

 （うち新株予約権） 1,347 950

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―――――― ――――――



(重要な後発事象) 

前事業年度
(自 平成17年４月１日  

   至 平成18年３月31日）

当事業年度
(自 平成18年４月１日  

   至 平成19年３月31日）

――――――
１.重要な会社分割

当社は平成19年６月26日開催の取締役会において、
承認された会社分割計画書に基づき、平成19年８月１
日を分割期日として、会社法805条の方法により、当社
の棚卸代行サービス事業を会社分割により新設する株
式会社ピーアンドピー・インベックス（以下、承継会
社）に承継いたします。

①会社分割の目的

当社の棚卸代行サービス事業は、コンビニエンスス
トアをはじめ、専門店等の多様な業態に幅広く展開し
て参りましたが、昨今の棚卸代行サービス事業への需
要がますます高まって来ており、更なる事業規模の拡
大が急務となっている一方、当社の中核事業のSPO事
業も、消費者の多様化と新製品のライフサイクルの短
縮化を背景に、当社の顧客ニーズはますます多様化・
スピード化しております。 
 こういった市場の動きに機動的に対応すべく、スピ
ードと小回りを実現できる事業体制を構築し、承継会
社において一層の事業拡大を図ることにより、株主利
益を最大化することを目的として、棚卸代行サービス
事業を分社化する予定であります。

②会社分割の形態及び時期

当社を分割会社、新たに設立する新会社を承継会社
とし、分割に際して発行する普通株式をすべて当社に
対して割当て交付する簡易分割の方法による分社型分
割（物的分割）を行います。  
   ＜分割期日 平成19年８月１日＞

③承継会社の資本金  200,000千円

④承継会社が承継する権利義務

当社の棚卸代行サービス事業に属する資産、負債及
び契約上の地位（従業員との雇用契約を含む）並びに
これらに付随する一切の権利義務

⑤承継事業の資産負債の金額（平成19年３月末）

  資 産 468,894千円  負 債  130,161千円

⑥承継事業の売上高（平成19年３月期）

 売上高  1,458,900千円

⑦承継事業の従業者数（平成19年３月末） 72名

２.重要な子会社の合併

当社は株式会社インベックス・パートナーズとの間
に、当社が平成19年８月１日に会社分割により設立す
る予定の、当社子会社である株式会社ピーアンドピ
ー・インベックスと、株式会社インベックス・パート
ナーズが、平成19年10月１日を期して合併する旨の基
本合意書の締結を致しました。

①合併の目的

当社が会社分割により設立する予定の株式会社ピー
アンドピー・インベックスと、株式会社インベック
ス・パートナーズは、両社が合併することにより、棚
卸代行サービス市場において、営業基盤、事業ノウハ
ウ、マネジメント体制強化、未出店地域への進出とい
う様々な面での相乗効果が得られ、当社の子会社の棚
卸代行サービス事業の拡大に大きく寄与するものと考
えており、今後も積極的に支援して参ります。

②合併の時期  平成19年10月１日

③合併する相手会社の概要

商   号 株式会社インベックス・パートナーズ
事業の内容 棚卸代行サービス事業
本店所在地 長野県長野市南千歳2-12-3
資本金の額 43,000千円



⑥ 【附属明細表】 

 【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

  

 【有形固定資産等明細表】 

 
(注) １ 建物の主な増減 

   大阪支社内装工事       7,930千円  大阪支社改装に伴う除却   △1,834千円 

   ２ 工具器具備品の主な増減 

   システム関連          11,117千円  大阪支社改装に伴う除却      △61千円 

   ３ ソフトウェアの主な増減 

     棚卸システム関連       49,747千円 

   ４ 当事業年度における減損損失の計上額はありません。 

  

 【社債明細表】 

該当事項はありません。 

 【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

 【引当金明細表】 

 
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の洗替および更生債権の回収によるものであります。 

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 55,223 10,920 6,570 59,574 14,637 5,238 44,937

 車両運搬具 22,094 ─ ─ 22,094 11,240 5,070 10,854

 工具器具備品 88,056 11,506 1,230 98,333 73,900 10,706 24,432

有形固定資産計 165,375 22,427 7,800 180,002 99,777 21,015 80,224

無形固定資産

 ソフトウェア 157,283 59,652 420 216,516 81,357 35,268 135,158

 電話加入権 7,431 ─ ─ 7,431 ─ ─ 7,431

 意匠権 8,000 ─ ─ 8,000 6,777 1,333 1,222

無形固定資産計 172,714 59,652 420 231,947 88,135 36,601 143,811

長期前払費用 230 ─ 213 17 ─ ─ 17

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

  貸倒引当金 38,307 17,798 937 7,310 47,857

  賞与引当金 21,349 46,781 21,349 ─ 46,781

  役員退職慰労引当金 103,965 18,050 ─ ─ 122,015



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

ａ 現金及び預金 

 
  

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

 
  

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
     (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

  現    金 6,357

  預    金

   当  座  預  金 471,913

   普  通  預  金 750,179

   郵 便 振 替 口 座 159

   定  期  預  金 672,634

計 1,894,886

合計 1,901,243

相手先 金額(千円)

  株式会社ローソン 248,742

  ＫＤＤＩ株式会社 164,859

  株式会社マイカル 49,262

  株式会社三菱電機ライフネットワーク 39,594

  ダイキン空調株式会社 39,488

  その他 1,225,165

合計 1,767,113

期首残高 
(千円)

(Ａ)

当期発生高 
(千円)

(Ｂ)

当期回収高
(千円)

(Ｃ)

当期末残高
(千円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ )÷{(Ａ )
＋(Ｂ)}×100

滞留期間(日) 
[{(Ａ)＋(Ｄ)}÷
２]÷{(B)÷365}

1,545,274 14,759,208 14,537,368 1,767,113 89.2 41.0



② 固定資産 

ａ 差入保証金 

 
  

③ 流動資産 

ａ 買掛金 

 
ｂ 未払金 

 
c 未払法人税等 

 
  

(3) 【その他】 

  該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円)

  御幸ビルディング株式会社 56,493

  オリックス不動産投資 41,929

  明治安田生命保険相互会社他 30,489

  偕成ビルディング株式会社 9,027

  有限会社東海プロパティーズ 4,642

  その他 22,117

合計 164,699

相手先 金額(千円)

  スタッフ給与 859,248

  株式会社マックスサポート 13,434

  有限会社アクロスソリューション 12,688

  有限会社オチ食品 3,472

  株式会社フルキャスト 2,647

  その他 45,513

合計 937,004

区分 金額(千円)

  社 会 保 険 料 98,387

  労 働 保 険 料 59,975

  そ   の   他 100,641

合計 259,005

区分 金額(千円)

  法   人   税 194,977

  住   民   税 46,936

  事   業   税 69,230

合計 311,144



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注)  当社は端株制度の適用を受けており、端株原簿の作成を行っております。なお、端株主の利益配当金および 

 中間配当金に関する基準日は上記のとおりであります。 

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日 

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
  みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
  みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

端株の買取り

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
  みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
  みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によ
って電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載して行
う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと
おりです。 
 http://www.pandp.net

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第19期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月29日関東財務局長に提

出。 

  

(2) 臨時報告書 

・平成18年12月20日に関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書 

・平成19年３月13日に関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書 

  

(3) 半期報告書 

事業年度 第20期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成18年12月21日関東財務局長に

提出。 

  

(4) 半期報告書の訂正報告書 

訂正報告書(第19期中 半期報告書の訂正報告書)を平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

 

株式会社 ピーアンドピー 

取締役会 御中 

 

  
 

   

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ピーアンドピーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第19期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ピーアンドピーの平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成18年６月29日

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   本 田  親 彦

業務執行社員 公認会計士   鈴 木  教 夫

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

 

株式会社 ピーアンドピー 

取締役会 御中 

 

  
 

   

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ピーアンドピーの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第２０期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ピーアンドピーの平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  

追記情報 

１．「重要な後発事象」１．に記載されているとおり、会社は平成１９年６月２６日開催の取締役会にお

いて、平成１９年８月１日付にて会社分割を実施する旨決議している。  

２．「重要な後発事象」２．に記載されているとおり、会社は会社分割にて設立予定の子会社である株式

会社ピーアンドピー・インデックスと、株式会社インベックス・パートナーズが平成１９年１０月１

日を期して合併する旨の基本合意書を締結している。  

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

平成１９年６月２９日

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   鈴 木  教 夫

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   永 岡  喜 好

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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